
納
税
な
ど
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
の

支
給
対
象
者
③
と
④
に
該
当
す
る
方

は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

▽
支
給
対
象
者

①
令
和
７
年
９
月
分
（
令
和
７
年
９

月
に
出
生
し
た
児
童
は
10
月
分
）

の
児
童
手
当
受
給
者

②
令
和
７
年
10
月
１
日
か
ら
の
出
生

児
の
保
護
者
で
、
令
和
８
年
１
月

14
日
ま
で
の
児
童
手
当
認
定
請
求

が
済
ん
で
い
る
方

③
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
の
出
生

児
の
保
護
者
で
、
②
以
外
の
方

④
公
務
員
等
の
方

▽
申
請
・
支
給
方
法

①
・
②
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

受
給
を
辞
退
さ
れ
た
方
か
児
童
手

当
の
登
録
に
不
備
が
あ
る
方
を
除

い
て
、
令
和
８
年
２
月
下
旬
か
ら

支
給
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

③
申
請
が
必
要
で
す
。
児
童
手
当
の

認
定
請
求
等
の
手
続
と
同
時
に
申

請
受
付
し
、
申
請
書
記
載
の
口
座

に
振
り
込
み
ま
す
。

④
申
請
が
必
要
で
す
。
所
属
庁
か
ら

証
明
を
受
け
た
申
請
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
記
載
の
口

座
に
振
り
込
み
ま
す
。

▽
申
請
期
限　
③
の
方
は
、
出
生
日

か
ら
３
か
月
。
④
の
方
は
、
４
月

14
日
㈫

▽
支
給
金
額　
児
童
１
人
に
つ
き
２

万
円（
１
回
限
り
）

▽
支
給
時
期　
①
と
②
の
方
は
、
２

月
下
旬
か
ら
順
次
支
給
し
て
い
ま

す
。
③
と
④
の
方
は
、
３
月
上
旬

か
ら
順
次
支
給
し
ま
す
。

▽
受
付
時
間　
午
前
８
時
30
分
〜
正

午
、
午
後
１
時
〜
５
時
15
分
（
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

▽
そ
の
他　
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く
か
、
あ
き
る
野
市

子
育
て
応
援
サ
イ
ト
る
の
キ
ッ
ズ

W
eb

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
物
価
高

対
応
子
育
て
応
援
手
当
」
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　
こ
ど
も
政
策

課
手
当
助
成
係
、
五
日
市
出
張
所

市
民
総
合
窓
口
係（
受
付
の
み
）

　
受
益
者
負
担
の
適
正
化
を
図
る
た

め
、
４
月
１
日
よ
り
証
明
書
交
付
の

手
数
料
を
改
定
し
ま
す
。

▽
新
手
数
料
の
例

●
住
民
票
の
写
し
…
郵
送
・
４
０
０

円
、
窓
口
・
３
０
０
円
、
コ
ン
ビ

ニ
交
付
・
２
０
０
円

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
制
度
で
は
、
介
護
支
援
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
登
録
し
た
方
が
、
介
護

るのキッズ
Web

ホームページ

市ホームページ

　証明書コンビニ交付やオンライン
申請の拡大等による来庁者数減少を
受け、３月28日㈯をもって業務を
終了します。土曜日の戸籍届出は、
本庁舎北側の宿直窓口でお預かりし
ます。
　なお、水曜日夜間開庁（午後８時
まで）は、従来どおり実施します。
※一部取扱いのない業務があります
ので、ご注意ください。
○ 問合せ　市民課市民窓口係、保険

年金課国民健康保険係、徴税課徴
税係

土曜日開庁業務を
終了します

証
明
書
交
付
手
数
料
の
改
定

※
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー

機
に
よ
る
交
付
の
手
数
料
は
、
据

え
置
き
と
な
り
ま
す
﹇
利
用
に
当

た
っ
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
・
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書

（
４
ケ
タ
の
暗
証
番
号
）・
手
数
料

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
午
前
６
時

30
分
〜
午
後
11
時
（
設
置
店
舗
に

よ
り
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）﹈。

▽
問
合
せ　
市
民
課
市
民
窓
口
係

生
き
が
い　
や
り
が
い　
支
え
あ
い

介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

参
加
者
募
集

「
物
価
高
対
応

　
子
育
て
応
援
手
当
」
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か

保
険
施
設
な
ど
で
行
っ
た
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
に
対
し
て
、
１
時
間
に

つ
き
１
ス
タ
ン
プ
を
付
与
し
ま
す

（
１
日
２
ス
タ
ン
プ
ま
で
）。
翌
年
度

に
申
請
す
る
こ
と
で
、
貯
ま
っ
た
ス

タ
ン
プ
１
個
に
つ
き
１
０
０
円
の
交

付
金
に
換
金
で
き
ま
す
（
年
度
内
５

千
円
ま
で
）。

▽
対
象　
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の

方
で
、
要
介
護
認
定
や
要
支
援
認

定
を
受
け
て
い
な
い
方

※
活
動
に
当
た
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

保
険
に
加
入
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

▽
活
動
方
法　
希
望
す
る
日
時
、
場

所
、
活
動
内
容
に
よ
り
、
あ
き
る

野
市
社
会
福
祉
協
議
会
が
調
整
し

ま
す
。

▽
受
入
機
関　
市
内
介
護
老
人
福
祉

施
設
、
通
所
介
護
施
設
な
ど

▽
申
込
み　
あ
き
る
野
市
社
会
福
祉

協
議
会（
☎
５
９
５
・
９
０
３
３
）

▽
問
合
せ　
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者

支
援
係

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
（
20
歳
未
満

の
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
が
対
象
）
と
児
童
扶

養
手
当
（
児
童
を
養
育
し
て
い
る
ひ

と
り
親
家
庭
の
母
か
父
な
ど
が
対

象
）
の
手
当
額
が
、
２
０
２
５
年
の

物
価
変
動
率（
＋
３・２
㌫
）に
基
づ

き
、
令
和
８
年
４
月
分
か
ら
表
１
、

２
の
と
お
り
変
更
に
な
り
ま
す
。

▽
問
合
せ　
こ
ど
も
政
策
課
手
当
助

成
係

特
別
児
童
扶
養
手
当
額
と

児
童
扶
養
手
当
額
の
改
定

表１　特別児童扶養手当額（月額）
区　　　　　分 ３月分まで ４月分から

特別児童扶養手当１級 ５６，８００円 ５８，４５０円
特別児童扶養手当２級 ３７，８３０円 ３８，９３０円

表２　児童扶養手当額（月額）
区　　　　　分 ３月分まで ４月分から

全部支給 ４６，６９０円 ４８，０５０円
一部支給 ４６，６８０円

～１１, ０１０円
４８，０４０円

～１１, ３４０円

第２子以降
全部支給 １１，０３０円 １１，３５０円
一部支給 １１, ０２０円

～５, ５２０円
１１, ３４０円
～５, ６８０円

○日時　５月23日㈯　午前10時～午後３時（雨天実施）
○場所　都立秋留台公園　じゃぶじゃぶ池付近
○ 応募資格　市内在住の個人・グループなどで、販売を生業としてい

ない方（中学生以下の方が出店する場合は、保護者同伴）
○ 出品物　リサイクル品と手作り品（営業用の商品、食料品、動植物、

成人向け雑誌、その他法律で禁止されている物などの販売は禁止）
○募集区画数（予定）　60区画程度（抽選）
○出店料　千円
※出店料の納入は、振込みのみとなりますので、ご注意ください。
○申込み方法
●  電子申請…３月31日㈫までに申し込んでください。
●  はがき…３月31日㈫（必着）までに、往復はがきに「あきる野環境フェスティバル２０２６フリー

マーケット出店希望」、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、電話番号（連絡のとれる番号）、販売品
の種類を記入の上、送付してください（返信用表面にも必ず返信先を記入してください）。

※１世帯（１グループ）につき、電子申請かはがきのいずれかの方法に限ります。
※他人名義で応募はできません。
※電話や窓口では受け付けません。
○その他
● 出店の可否は、４月７日㈫までに、はがきかメール（電子申請の方）で送付します。
●  出店料は、４月15日㈬までに振り込んでください。16日㈭時点で入金が確認できない

場合はキャンセル扱いとなります。入金後にキャンセルとなる場合、出店料の返金はで
きません。

● ４月20日㈪から24日㈮までに、出店手続きが必要です。
●  小間の付近（園内）まで、車の進入ができません。公園駐車場から出店場所
　まで荷物を運ぶ必要があります。
○ 申込み・問合せ　生活環境課清掃・リサイクル係　（〒１９７－０８１４　二宮３５０）

　精神か身体に重度の障害があるこ
とにより、日常生活において常時特
別の介護を必要とする状態にある在
宅の方を対象とした、特別障害者手
当（20歳以上の方）と障害児福祉手
当（20歳未満の方）の手当額が2025
年の物価変動率（＋3.2㌫）に基づき、
令和8年4月分から表３のとおり変更
になります。
○ 問合せ　障がい者支援課障がい者

相談係
表３　手当額（月額）

区分 3月分まで 4月分から

特別障害者
手当 29,590円 30,450円

障害児福祉
手当 16,100円 16,560円

あきる野環境フェスティバル２０２６
フリーマーケット出店者募集

電子申請

特別障害者手当額と
障害児福祉手当額の改定

あきる野市役所　☎（042）558－1111 ㈹ 令和８年（2026年）３月 15 日 （4）


